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担 当 地 区 氏 名 住 所

問寒別第１･２･３ 土屋磨智子 字問寒別

雄興･開進･上幌延 小田 貞一 字上幌延

第 １ ・ 双 葉 遠藤 正雄 ２条北１

すずらん・さくら 番坂 睦子 ５条南１

第 ７ 鶴舎トミ子 栄 町

第 ９ 寺田千惠子 栄 町

第 10 ・ 北 進 市橋 敬三 字 幌 延

主 任 児 童 委 員 古川由紀子 栄 町

主 任 児 童 委 員 森崎登代子 字問寒別

上問寒・中問寒・
問寒別東・西・
北・南

石崎 勝美 字問寒別

下沼・下沼南・
浜里・サロベツ

高城 一彦 字 下 沼

元町・幌延第１・
つばめ・幌延西

小玉 利治 １条北１

※任期は平成19年11月30日までの３年間

（敬称略）

稚内人権擁護委員協議会では人権擁護委員の日
に合わせて全国一斉の特設相談所を開設します。
相談は、離婚など家庭内の問題や借地借家の問

題、隣近所のもめ事など、幅広い内容となってい
ます。
相談内容についての秘密は守られ、難しい手続

きも必要ありませんので、お気軽にお越しください。
なお、幌延町の人権擁護委員は、町長から推薦

を受けた２名が法務大臣から委嘱されております。

●稲垣 順さん（字 下 沼） ‐
●前田 忠實さん（字問寒別） ‐

日 時

▲

平成19年６月１日 午前10時から午後３時まで
場 所

▲

幌延町役場
相 談

▲

無料


